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令和６年度星野洞公園指定管理公募 

審査要領 
 

１ 審査機関 
（１）本業務に係る企画提案の審査は、令和 6 年度星野洞公園指定管理公募型プロポーザ 

 ル審査委員会（以下「審査委員会」という。）  において実施するものとする。 

（２）審査委員会は、プロポーザル参加者（以下「参加者」という。）から提出された企 

 画提案書等について、下記に定める審査方法、審査項目等に基づき、審査を行うもの 

 とする。 

 

２ 審査方法 
（１）審査は、原則として参加者から提出された企画提案書等及び参加者によるプレゼン 

 テ－ションに基づいて行う。 

（２）審査委員会は、企画提案書等及びプレゼンテーションに基づき、個別の審査項目ご 

 とに評価・評価点を行い、委員ごとに得点を付し、審査委員会で合計し総得点により 

 得点が上位の者を受託候補者として選定する。 

  なお、最高得点に同数が出た場合は、見積額がより廉価であった事業者を受託候補と 

 し、さらに見積額が同額であった場合は、審査委員会において合議のうえ決定する。 

（３）参加者が１者のみであった場合にも、審査委員会において企画提案書等及びプレゼ 

 ンテーションに基づく審査を実施し、本業務を実施するにふさわしいか否かを評価す 

 る。 

 

３ 審査項目、審査観点及び配点 
委員は提出された企画提案書等に基づくプレゼンテーションの内容について、下記  

の審査項目及び審査観点に従い審査する。 
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              審査項目及び審査観点    

 

 

         配点 

非常に 

 優秀 

優秀 

 

普通 

 

やや 

劣る 

劣る 

 

 

 １ 

 

 

実施体制 

  

  会社概要・組織体制    10   ８  ６  ４  ２ 

 

  これまでの実績状況報告 
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 ８ 

 

 ６ 

 

 ４ 

 

 ２ 

 

 

 

  

 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務内容 

   

 

 

 

 

 

 

 仕様書に基づき、趣旨・目的を十分に理解した提

案となっているか。 
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１６ 

 

 

１２ 

 

 

 ８ 

 

 

 ４ 

 

 効果的、効果的、安定的管理内容になっているか。 
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１６ 

 

１２ 

 

 ８ 

 

 ４ 

 

 村観光関連施設としての設置理念に基づいた内容

となっているか。 
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１６ 

 

 

１２ 

 

 

 ８ 

 

 

 ４ 

 

 

 ３ 

 

 

 経  費  

    

 

 管理に関わる委託料が廉価であるか。 
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                         合計 
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 別表（４－（２）関係） 

審査基準 

 

                審査項目及び審査観点                              

 

  配点 

 

 

 １ 

 

 

 

  実施体制 

 

 

  会社概要・組織体制 

 

 

  これまでの実績状況報告 

 

 

 

 

 

  

 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

  業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 仕様書に基づき、趣旨・目的を十分に理解した提案とな

っているか。 

 

効率的、効果的、安定的管理内容になっているか。  

村観光関連施設としての設置理念に基づいた内容となっ

ているか。 

 

  

 

 

 ３ 

 

  経  費 

管理に関わる委託料が廉価であるか。  

 

                         合計 

 

 

 

 

 

 


